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Ⅰ．財団設立の趣旨 

日本経済の情報化・高度化が著しく進展し，急速な技術革新が進むなか，

神戸市産業が 21 世紀に向けて，より活力に富んだ成長を遂げるためには，

社会経済情勢の変化に柔軟に対応できる産業への構造転換および各企業に

おける経営基盤の強化が肝要である。とりわけ，神戸経済において大きな役

割を担っている中小企業は，持ち前の機動性，創造性を十分に発揮しつつ，

神戸経済をリードする役割を果たすことが期待されている。 

このような状況において，各企業の自助努力を促進しつつ，従来にも増し

て新しい時代に対応した人材育成，情報力・技術力の強化等高度な支援サー

ビスの展開が求められている。また，社会の新しいニーズを先取りする事業

活動を行う創業まもない企業を支援することも，創意あふれる神戸経済の 

発展において重要である。 

このような時代の要請に円滑に対応するには，市，産業界および学界が一

体となり，各界の人材の交流およびノウハウの融合を通じて総合的な支援事

業を展開することがきわめて効果的である。 

このようなことから，産・学・官の連携に基づき，神戸市産業の情報化，

高度化を推進することにより，市内産業の基盤強化と振興をはかり，もって

神戸経済の発展に寄与することを目的として「財団法人神戸市産業振興財

団」を平成４年３月に設立したものである。 

なお，平成 13 年４月から，中小企業支援法に基づく中小企業支援センタ

ーとしての指定を受け，より一層の神戸経済の発展に努めている。 

また，平成 23 年４月１日付で，公益財団法人に移行した。 
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１　名称 公益財団法人　神戸市産業振興財団
２　設立年月日
３　所在地 神戸市中央区東川崎町１丁目８番４号

神戸市産業振興センター６階
４　基本財産 636,054,675円（神戸市全額出捐）
５　組織及び職員数
　　（１）　組織 （注）・は，神戸市派遣職員。また，○は神戸市退職職員を表す。

（令和３年７月１日現在）

ユニットリーダー

元 川　美 雪

ユニットリーダー

小 堀　　哲

ユニットリーダー(兼)

小 堀　　哲

・ 木 村  貴 洋

航空機産業担当部長

・ 中 田　博 幸

（神戸大学大学院工学研究科教授）

施設管理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

○  福 田　孝 夫

中 村　千 夏

・ 八 木　美 咲

ｼｭｰｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

Ⅱ．財団の概要

平成４年３月13日              .

ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

財務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

・ 奥 町　卓 大

経営支援部長

○  福 田　孝 夫

菊 地　 　浩

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

理　事　長 常　務　理　事 総　務　部　長 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

冨 山　明 男

施設管理担当部長

・ 瀬 合　達 也

戦略産業担当部長

・ 前 田　健 太

平 野　雅 彦

・ 西 嵜　康 彦

経営支援ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

・ 瀬 合　達 也 ・ 牛 尾　紀 夫

茨 木　久 徳

ビジネス開発部長

岡 田　俊 治

経営企画部長(兼)

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ(兼)

中 村　千 夏

成長支援担当ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ
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　　（２）　職員数
（令和３年７月１日現在）

１ （１） １ （１） １ （１） １ １ １ ６ （３）

１ （１） １ ２ （１）

１ ※１ ２ ３

※１ （１） １ １ ２

２ ※１ ※１ ２ ４

経営支援部 １ （１） ２ （１） ３ １ ７ （２）

１ （１） １ （１） ４ ６ （２）

１ ２ ３

１ （１） ６ （３） ７ （４） ２ １１ ６ ３３ （８）

（注）※は兼務・事務取扱。 　 （　）内は，神戸市派遣職員で内数。 アルバイト含まず。

　　６　役員
（令和３年７月１日現在）

嘱託等 合　 計

総     務     部

総務グループ

財務グループ

施設管理グループ

　　　　　　区　　　分      
常　 務 部　長

グループ
リーダー

合　　　　　　　計

ビジネス開発部
ビジネス開発グループ

シューズグループ

職　 員
ユニット
リーダー所　　　属

経営支援グループ

役 員 の 種 別 氏 名 （敬 称 略） 所　属　団　体　及　び　役　職　名

評　 議　 員 阿知波　規之 　（一社）神戸市機械金属工業会　会長

評 　議　 員 小 田  倶 義 　（公財）神戸ファッション協会　会長

評 　議　 員 高　　四　代 　神戸市商店街連合会　会長

評 　議　 員 長田　庄太郎 　神戸商工会議所　貿易部会長

評 　議　 員 永 吉　一 郎 　（株）神戸デジタル・ラボ　代表取締役

評 　議　 員 西 村　順 二 　甲南大学経営学部　教授

評 　議　 員 森　　有　美 　弁護士

評　 議　 員 西 尾　秀 樹 　神戸市経済観光局　局長　兼企画調整局　医療・新産業本部長

理 　事　 長 冨 山  明 男 　神戸大学大学院工学研究科　教授

常 務 理 事 瀬 合　達 也 　神戸市経済観光局　担当部長

理 　　　　事 大  西　　巧 　（一社）兵庫県信用金庫協会　常務理事

理 　　　　事 桂 田　重 信 　神戸市商工団体総連合会　会長 

理 　　　　事 清　水　　稔 　三菱重工業（株）神戸造船所　所長代理

理 　　　　事 関 口　幸 明 　神戸商工会議所　理事・事務局長

理 　　　　事 高 石　圭 悟 　三菱電機（株）神戸製作所　総務部長

理 　　　　事 廣 田　章 光 　近畿大学経営学部　教授

理 　　　　事 宮　本　　要 　（公社）兵庫工業会　専務理事 

佐　藤　　毅 　（株）三井住友銀行公務法人営業第二部　副部長

理 　　　　事 村 上　昭 二 　（公財）新産業創造研究機構　技術移転部門長 

理 　　　　事 吉  岡　　治 　神戸市小売市場連合会　会長 

経営企画部
企画グループ

イノベーショングループ

監　 　　　事 髙 島　章 光 　弁護士

監　 　　　事
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Ⅲ．定款 

 

第１章 総則 

 （名称） 

第１条  この法人は，公益財団法人神戸市産業振興財団と称する。 

 （事務所） 

第２条  この法人は，主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。 

 
第２章 目的及び事業 

 （目的） 

第３条  この法人は，神戸市における事業者の経営革新，人材育成，産学官連携，創業及び

貿易などの促進等により，市内産業の基盤強化と振興を図り，もって神戸経済の発展に寄

与することを目的とする。 

 （事業） 

第４条  この法人は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

 （１） 中小企業等の支援に関する事業 

 （２） 神戸市が設置する公の施設の管理運営等に関する事業 

 （３） その他前条の目的を達成するために必要な事業 

２  前項各号の事業は，神戸市及びその周辺において行うものとする。 

 
第３章 資産及び会計 

 （基本財産） 

第５条  この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は，この法人の基本財

産とする。 

２  基本財産は，評議員会において別に定めるところにより，この法人の目的を達成するた

めに善良な管理者の注意をもって管理しなければならず，基本財産の一部を処分しようと

するとき及び基本財産から除外しようとするときは，あらかじめ理事会及び評議員会の承

認を要する。 

 （事業年度） 

第６条  この法人の事業年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。 

 （事業計画及び収支予算） 

第７条  この法人の事業計画書，収支予算書，資金調達及び設備投資の見込みを記載した書

類については，毎事業年度開始の日の前日までに，理事長（第２０条に規定する理事長を

いう。以下同じ。）が作成し，理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合
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も，同様とする。 

２  前項の書類については，主たる事務所に，当該事業年度が終了するまでの間備え置き，

一般の閲覧に供するものとする。 

 （事業報告及び決算） 

第８条  この法人の事業報告及び決算については，毎事業年度終了後，理事長が次の書類を

作成し，監事の監査を受けた上で，理事会の承認を受けなければならない。 

 （１） 事業報告 

 （２） 事業報告の附属明細書 

 （３） 貸借対照表 

 （４） 正味財産増減計算書 

 （５） 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

 （６） 財産目録 

２  前項の承認を受けた書類のうち，第１号，第３号，第４号及び第６号の書類については，

定時評議員会に提出し，第１号の書類についてはその内容を報告し，その他の書類につい

ては，承認を受けなければならない。 

３  第１項の書類のほか，次の書類を主たる事務所に５年間備え置き，一般の閲覧に供する

とともに，定款を主たる事務所に備え置き，一般の閲覧に供するものとする。 

 （１） 監査報告 

 （２） 理事及び監事並びに評議員の名簿 

（３） 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

（４） 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを

記載した書類 

（公益目的取得財産残額の算定） 

第９条  理事長は，公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第４８条

の規定に基づき，毎事業年度，当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定

し，前条第３項第４号の書類に記載するものとする。 

 
第４章 評議員 

 （評議員） 

第１０条 この法人に評議員５名以上１０名以内を置く。 

 （評議員の選任及び解任） 

第１１条 評議員の選任及び解任は，評議員会において行う。 

２  評議員会に提出する評議員候補者は，理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することがで

きる。 
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３  評議員会に評議員候補者を推薦する場合には，次の事項を評議員会において説明しなけ

ればならない。 

 （１） 当該候補者の経歴 

 （２） 当該候補者を候補者とした理由 

（３） 当該候補者とこの法人及び役員等（理事，監事及び評議員）との関係 

 （４） 当該候補者の兼職状況 

４  評議員会は，前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて，補欠の評議員

を選任することができる。 

５  前項の場合には，評議員会は，次の事項も併せて決定しなければならない。 

（１） 当該候補者が補欠の評議員である旨 

（２） 当該候補者を１人又は２人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任すると

きは，その旨及び当該特定の評議員の氏名 

（３） 同一の評議員（２人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては，当該２人

以上の評議員）につき２人以上の補欠の評議員を選任するときは，当該補欠の評議

員相互間の優先順位 

６  第４項の補欠の評議員の選任に係る決議は，当該決議後４年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで，その効力を有する。 

 （任期） 

第１２条 評議員の任期は，選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時評議員会の終結の時までとする。 

２  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は，退任した評議

員の任期の満了する時までとする。 

３  評議員は，第１０条に定める定数に足りなくなるときは，任期の満了又は辞任により退

任した後も，新たに選任された者が就任するまで，なお評議員としての権利義務を有する。 

 （評議員に対する報酬等） 

第１３条 評議員は無報酬とする。 

２  評議員には，その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 

３  前項に関し必要な事項は，評議員会において別に定める。 

 
第５章 評議員会 

 （構成） 

第１４条 評議員会は，すべての評議員をもって構成する。 

 （権限） 

第１５条 評議員会は，次の事項について決議する。 
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 （１） 評議員の選任及び解任 

 （２） 理事及び監事の選任及び解任 

 （３） 理事及び監事の報酬等の額 

 （４） 評議員に対する費用弁償の基準 

 （５） 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認 

 （６） 定款の変更 

 （７） 残余財産の処分 

 （８） 基本財産の処分又は除外の承認 

 （９） その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 （開催） 

第１６条 評議員会は，定時評議員会として毎年度６月に１回開催するほか，必要がある場合

に開催する。 

 （招集） 

第１７条 評議員会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理事会の決議に基づき理事長が

招集する。 

２  評議員は，理事長に対し，評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して，評議員

会の招集を請求することができる。 

 （決議） 

第１８条 評議員会の決議は，決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過

半数が出席し，その過半数をもって行う。 

２  前項の規定にかかわらず，次の決議は，決議について特別の利害関係を有する評議員を

除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

 （１） 監事の解任 

 （２） 定款の変更 

 （３） 基本財産の処分又は除外の承認 

 （４） その他法令で定められた事項 

３  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては，各候補者ごとに第１項の決議を行

わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２０条に定める定数を上回る場

合には，過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者

を選任することとする。 

 （議事録） 

第１９条 評議員会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する。 

２  議事録には，議長及び出席した評議員のうちから選出された２名が，これに記名押印す

る。 
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第６章 役員 

 （役員の設置） 

第２０条 この法人に，次の役員を置く。 

 （１） 理事 ８名以上１３名以内 

 （２） 監事 ２名以内 

２  理事のうち１名を理事長とする。 

３  理事長以外の理事のうち，それぞれ各１名を副理事長，専務理事及び常務理事とするこ

とができる。 

４  第２項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律

第４８号。以下「一般法人法」という。）上の代表理事とし，前項の副理事長，専務理事及

び常務理事をもって一般法人法第１９７条において準用する一般法人法第９１条第１項第

２号の業務執行理事とする。 

 （役員の選任） 

第２１条 理事及び監事は，評議員会の決議によって選任する。 

２  理事長，副理事長，専務理事及び常務理事は，理事会の決議によって理事の中から選定

する。 

 （理事の職務及び権限） 

第２２条 理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款で定めるところにより，職務を執行す

る。 

２  理事長は，法令及びこの定款で定めるところにより，この法人を代表し，その業務を執

行する。 

３  副理事長，専務理事及び常務理事は，理事長を補佐し，理事会において別に定めるとこ

ろにより，この法人の業務を分担執行する。 

４  理事長，副理事長，専務理事及び常務理事は，毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回

以上，自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 （監事の職務及び権限） 

第２３条 監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定めるところにより，監査報告を作成

する。 

２  監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の報告を求め，この法人の業務及び財

産の状況を調査することができる。 

 （役員の任期） 

第２４条 理事の任期は，選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとする。 

２  監事の任期は，選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議
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員会の終結の時までとする。 

３  補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任者の任期の満了する時までとする。 

４  理事又は監事は，第２０条に定める定数に足りなくなるときは，任期の満了又は辞任に

より退任した後も，新たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監事としての権利

義務を有する。 

 
 （役員の解任） 

第２５条 理事又は監事が，次のいずれかに該当するときは，評議員会の決議によって解任す

ることができる。 

 （１） 職務上の義務に違反し，又は職務を怠ったとき。 

 （２） 心身の故障のため，職務の執行に支障があり，又はこれに堪えないとき。 

 （報酬等） 

第２６条 理事及び監事に対して，評議員会において別に定める総額の範囲内で，評議員会に

おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することが

できる。 

 
第７章 理事会 

 （構成） 

第２７条 理事会は，すべての理事をもって構成する。 

 （権限） 

第２８条 理事会は，次の職務を行う。 

 （１） この法人の業務執行の決定 

 （２） 理事の職務の執行の監督 

 （３） 理事長，副理事長，専務理事及び常務理事の選定及び解職 

 （招集） 

第２９条 理事会は，理事長が招集する。 

２  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは，各理事が理事会を招集する。 

 （決議） 

第３０条 理事会の決議は，決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が

出席し，その過半数をもって行う。 

２  前項の規定にかかわらず，一般法人法第１９７条において準用する一般法人法第９６条

の要件を満たしたときは，理事会の決議があったものとみなす。 

 （議事録） 

第３１条 理事会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する。 
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２  出席した理事長及び監事は，前項の議事録に記名押印する。 

 
第８章 定款の変更及び解散 

 （定款の変更） 

第３２条 この定款は，評議員会の決議によって変更することができる。 

２  前項の規定は，この定款の第３条，第４条及び第１１条についても適用する。 

 （解散） 

第３３条 この法人は，基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他

法令で定められた事由によって解散する。 

 （公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第３４条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場

合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には，評議員会の決議を

経て，公益目的取得財産残額に相当する額の財産を，当該公益認定の取消しの日又は当該

合併の日から１箇月以内に，公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成

１８年法律第４９号。以下，「認定法」という。）第５条第１７号に掲げる法人又は国若し

くは地方公共団体に贈与するものとする。 

 （残余財産の帰属） 

第３５条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は，評議員会の決議を得て，認

定法第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 
第９章 公告の方法 

 （公告の方法） 

第３６条 この法人の公告は，主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 
 附則 

１  この定款は，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法

律第５０号。以下「整備法」という。）第１０６条第１項に定める公益法人の設立登記の日

から施行する。 

２  整備法第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と，公益法人の設立の登記

を行ったときは，第６条の規定にかかわらず，解散の登記の日の前日を事業年度の末日と

し，設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

以下 

３～６（略） 
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  ：別表  基本財産（第５条関係） 

財 産 種 別 金 額 等 

投資有価証券等 ６３６，０５４，６７５円 

 
    附 則 

１  この定款の変更は，認定法第１１条第１項に規定する変更の認定を受けた日から施行す

る。 

 
附 則 

１  この定款の変更は，認定法第１１条第１項に規定する変更の認定を受けた日から施行す

る。 

 
附 則 

１  この定款の変更は，平成２８年４月１日から施行する。 

 
    附 則 

１  この定款の変更は，認定法第１１条第１項に規定する変更の認定を受けた日から施行す

る。 

 
    附 則 

１  この定款の変更は，平成２９年６月２０日から施行する。 

 
    附 則 

１  この定款の変更は，平成３０年１２月１９日から施行する。 
 
    附 則 

１  この定款の変更は，令和元年６月２４日から施行する。 
 

附 則 

１  この定款の変更は，令和３年６月１８日から施行する。 
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Ⅳ．令和２年度事業報告 

 

１ 事業報告 

  

令和２年度の我が国経済は，新型コロナウイルス感染拡大防止のために経済活動の

抑制を余儀なくされ，急激かつ大幅に景気が後退した。製造業においては国外の需要

回復等により持ち直しの動きが見られる一方で，飲食業や宿泊業等においては営業時

間の短縮や国際的な人の移動の制限等の影響により，深刻な状況となっている。また，

デジタル化による組織やビジネスモデルの変革等が中小企業の喫緊の課題となってい

る。 
こうした状況の中，当財団は，市の産業振興行政の一翼を担う団体として，厳しい

状況にある中小企業を支援するため，市や関係団体との連携を緊密にし，イノベーシ

ョンの創出，起業・創業の支援，新分野進出の支援，販路開拓・拡大の支援，人材確

保・育成の支援，経営課題の解決等の各種施策を推し進めた。また，市施設の指定管

理者として，神戸市産業振興センターの利用促進とサービス向上に取り組むとともに，

第５期(令和３年度～７年度)の指定管理者に選定された。 
新型コロナウイルス感染症関連の新規支援として，国・県・市の支援策の広報・周

知をはかるため，これまで支援してきた企業を対象にアンケートや各種の情報提供等

を行うとともに，市等と協力して経営者が気軽に立ち寄れる相談窓口を設置した。さ

らに，テレワーク環境の整備等新たな経営課題を,ＩＣＴを活用して解決しようとす

る中小企業を支援するため，専門家を派遣するとともに，ＩＣＴ導入支援助成を実施

した。また，多大な影響を受けている業界団体や希望のあった個社へきめ細やかな支

援を行った。 
この他，事務局組織についても見直し，組織のフラット化や情報の共有化をはかり，

中小企業支援に効率的に取り組める組織体制を構築した。 
 
 

１． 公益目的事業 

（１）中小企業等支援事業 

ア イノベーションの創出 

交流型事業創造サロン「神戸起業操練所」 

      一般起業家，企業・社会人，教育機関・学生，またクリエイティブな人材等，

多様な人材が交流・融合する「場と機会」を提供し，新規事業の立ち上げと新

事業の成長を支援した。 

      神戸市が取り組む「都市型創造産業の集積」事業の一翼を担うべく，クリエ
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イティブ人材の育成や企業とのマッチングメニューを用意し，積極的な支援に

取り組んだ。 

     ・メンバー数（令和３年３月末時点）：1,567 名 

     ・支援プログラム 

      起業・新事業相談  ：315件 

      クリエイター起業相談：９件 

      セミナー・交流会  ：31回 

連続プログラム：全２回 

（Projection KOBE，デザインシンキングワークショップ） 

協業等プロジェクト：全１回（六甲バター㈱ビジネスアイデアコンテスト） 

メンバー間マッチング：52件（成立 19件） 

地元企業マッチング ：５件 

・新事業・新規企業数    ：63 件 

 

イ 起業・創業の支援 

（ア）神戸開業支援コンシェルジュ 

神戸市内の中小企業支援機関が，創業支援を行うチームを組み，それぞれの

強みを生かして，起業・開業に関するセミナーや様々な課題を解決するための

専門相談，経営サポート付オフィスの提供等，開業に特化した支援を行った。 

産業競争力強化法の支援制度に基づき，コーディネータ８名を配置して 

相談体制を強化したほか，夜間相談や新型コロナウイルス感染症対策としてオ

ンライン相談を実施し創業者数の増加に取り組んだ。また，民間媒体を活用し，

創業事例の発信と訪問相談による事後フォローに取り組んだ。 

・相談件数       906 件（新規相談者数 311名） 

・創業件数        103 件 

・創業基礎セミナー   189 名 

 

（イ）インキュベーション施設（神戸ハーバーオフィス）の提供等 

将来の神戸経済を担う起業家の育成・支援をはかるため，神戸市産業振興セ

ンター内に「創業準備オフィス」，「スモールオフィス」，「企業育成室」を設置

し，低廉な事業スペースの提供と経営支援を行った。 

     支援実績 

・創業準備オフィス（13ブース）：起業を準備する段階 

 卒業 ４社  新規入居４社（年度末入居状況：６/13室） 

・スモールオフィス（16室）：起業し事業を始めた段階 

 卒業 ３社  新規入居３社（年度末入居状況：13/16 室） 

・企業育成室（６室）：事業化し，成長を始めた段階 

 卒業 １社  新規入居０社（年度末入居状況：６/６室うち市利用２室） 
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     ・入居率 74.3％ 

 

ウ 新分野進出の支援 

（ア）航空機産業参入支援事業 

航空機産業担当部長を継続配置し，神戸航空機クラスター研究会を通じた以

下の支援を実施した。また，新型コロナウイルス感染症の影響により航空機産

業を取り巻く環境が大きく変化したことから，新分野進出の支援にも取り組ん

だ。 

       ・大手川下企業への営業活動やビジネスマッチングへの出展に関するアドバイ

スの実施 

     ・内部監査の実施等，品質保証体制の整備に関するアドバイスの実施 

・生産管理方法の改善に向けた会員個社指導の実施 

・新分野進出支援（空飛ぶクルマ用部品の開発等） 

 

（イ）水素産業参入支援事業 

戦略産業担当部長を継続配置し，神戸水素クラスター勉強会を通じた以下の

支援を実施した。 

     ・大学や大手企業による講演会，水素産業関連施設への見学会を通じた最新情

報の提供 

・大手川下企業とのビジネスマッチングの場の提供 

・水素産業に参入するための技術開発のマネジメントや情報収集に関する支 

 援 

・技術開発のための補助金申請支援 

 

（ウ）海洋産業参入支援事業 

将来的に成長の可能性がある海洋関連産業について，地元中小企業の参入機

運を高めるため，以下の支援を実施した。 

・市内企業へのニーズヒアリング 

・海洋産業（市場）のニーズの情報収集 
・水中コネクタ試作開発支援 

 

エ 販路開拓・拡大の支援 

（ア）神戸発・優れた技術 

優れた技術や製品を有する市内中小企業者（令和２年度より認定対象に製造

業だけでなく情報サービス業等を追加）を調査・発掘し，「神戸発・優れた技

術」として認定するとともに，初回認定から 10 年を経過した認定企業の技術

の再認定を行った。（令和２年度新規認定より，認定期間を５年に短縮）。 

また，認定企業の技術・製品や強みをわかりやすく紹介した冊子やウェブサ

-14-



 

イト等により，国内トップレベルにある優れた技術を有する企業が市内に集積

していることを全国に発信し，販路開拓・拡大や人材確保・育成等の支援を行

った。 

・新規認定  ８社(うち情報サービス業等４社) 

・更新認定  ２社 

・認定企業数 126社（令和３年３月 31日現在） 

 

（イ）神戸セレクション 

神戸らしいお洒落で良質な商品を公募・選定し，インターネットショッピン

グモールや百貨店で展示販売会等を行い，新たな神戸ブランドの創出，販路拡

大を支援した。 

14 年目となる令和２年度は，「神戸セレクション．2020」を全国の百貨店等

で展示販売するとともに，楽天市場やえらべるモール（えらべる俱楽部ショッ

ピングサイト）に出展して販路開拓に努めた。 

・百貨店での展示販売会  

売上額 約３億 100万円 （15回 計 86日間） 

     ・インターネットモールでの展示販売会 

 売上額 約９億 4,000 万円 （50日間） 

 

（ウ）大手企業等とのビジネスマッチング 

   中小企業の主要な経営課題である「販路開拓」を支援するため，大手企業等

とのビジネスマッチング等を行った。 

① 成長産業分野への中小製造業の参入促進支援 

航空機産業や水素産業等今後成長が期待される産業分野において，他機関

のビジネスマッチング事業を活用し，大手川下企業へ市内中小製造業を紹介

するとともに，事業化支援を実施した。 

 

② 新たな中小企業販路開拓支援事業 

神戸商工会議所と連携してバイヤー招聘個別商談会の開催や駅ナカ等の販

売チャレンジパイロットショップの運営を行った。 

・個別商談会          商談回数  10 回   

商談件数  167 件 

・販売チャレンジパイロットショップ 31社に販売機会(延べ 98日間)を提供。 

 

オ ものづくり人材確保・育成の支援 

（ア）無料職業紹介事業「ＫＯＢＥ無料職業紹介所（はたらこうべ）」 

人手不足に悩む中小製造業者のものづくり人材の確保を支援するため，無料

職業紹介事業により，工業高等専門学校や工業高校，大学等と連携し，神戸地
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域で働きたい方と中小製造業者のマッチングを行った。 

・マッチング件数 44件（採用12件） 

 

   （イ）人づくり研修 

体系的な研修の実施が困難な中小製造業者における人材の育成と定着を支援

するため，若手従業員やリーダー等を対象とした基礎研修を行った。 

     ・受講者数 154 人 

   

（ウ）工業高校生の中小企業へのインターンシップ  

市内中小製造業者と市立工業高校（科学技術高校，神戸工科高校）との連携

により，インターンシップや企業実習を通じて，優れた技術力を発揮するもの

づくり人材の育成を支援した。 

・インターンシップ 受入企業 11社   参加者 28名 

・企業実習     受入企業 １社  参加者 31名 

 

   （エ）神戸マイスター 

神戸市が「神戸マイスター」として認定した全国的に通用する卓越した技

術・技能者について，「神戸マイスター交流サロン」等の実施により，その社

会的認知の向上をはかるとともに，「ゲストティーチャー制度」等を活用した

後進の指導等により，優れた技術・技能を継承・発展させる人材の育成を支援

した。 

     ・神戸マイスター交流サロン開催  １回 

・ゲストティーチャー派遣     ４校 37 名        

（参考） 

・神戸マイスター認定 60職種 122名（平成５年度創設後累計） 

・神戸アグリマイスター    17 名認定（平成 18年度創設後累計） 

 

カ 経営課題の解決支援 

（ア）専門家派遣 

中小企業等に対して必要な専門家を派遣し，新型コロナウイルス感染症への

対応をはじめとする多様な経営課題解決を支援した。また，利用促進のため，

新規利用者を対象とした無料体験キャンペーンを行った。 

① 商店・工場等個別企業に対する専門家派遣 

新製品開発等の経営革新をはじめとした経営力の向上への取り組みや， 

店舗計画に関する相談等を支援した。 

〔派遣企業数〕経営革新       55 件 226 回 

         食の神戸        ４件  25 回 

ＩＳО認証取得支援  １件  10 回 
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ＩＴ導入支援     25 件 116 回 

② 団体等に対する専門家派遣 

経営計画の策定や共同事業等に取り組む商店街・小売市場の活性化 

等を支援した。 

〔派遣団体数〕商業まちづくり   ４件  19 回 

 

（イ）出張型中小企業成長支援事業 

      次代の有望企業を発掘・支援していくために，地元金融機関と連携し，出張

型の中小企業成長支援を実施した。ヒアリングによりニーズを把握した上で，

支援策の提案や柔軟な支援を行った。 

     ・訪問件数 200 社 

（新規 101社，複数回訪問 99社，事業承継掘り起こし訪問 37社） 

     ・訪問後の支援メニュー利用・橋渡し件数 61社 81件 

 

   （ウ）１００年経営支援事業(事業承継支援) 

      中小企業の事業承継の円滑化をはかるため，企業ヒアリングや専門家の訪問

相談を通じて事業承継のニーズの掘り起こしや，専門家による支援，後継者不

在企業と起業家等外部人材とのマッチングに取り組んだ。 

     ・訪問企業数     72 社 

     ・専門家支援     24 社（後継者が決まっている企業も含む） 

     ・マッチング成立件数 令和２年度までの累計で５社が成立, 

うち３社が譲渡済み 

 

（エ）ワンストップ相談窓口 

市内中小企業者の様々な経営課題に対応するため，神戸商工会議所等と連携

して経営や金融に関する窓口相談や弁護士，技術士による専門家相談を行った。 

金融相談窓口では，兵庫県新型コロナウイルス感染症対策資金制度をはじめ

新型コロナウイルス感染症関連の制度融資等の案内を行った。 

金融・経営等総合相談 9,907 件（金融 2,166 件，経営等 7,741 件）   

専門家相談        83 件（弁護士 51件，技術士 32件） 

 

（オ）新型コロナウイルス感染症関連支援情報の提供等 

新型コロナウイルス感染症関連の国・県・市の中小企業支援施策の周知をは

かるため，当財団がこれまで支援してきた企業を対象に，アンケートを実施し，

電話による情報提供等を行った。 

アンケート回答企業    99 件 

また，神戸市等と協力して中小企業の経営者が気軽に相談できる窓口を設置

した。 
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設置期間 ５月 29日～６月 30日 相談件数 389件 

 

（カ）セミナー・研修 

神戸市産業振興センター内において，ソフトウェア研修を実施した。 

ソフトウェア研修 133 講座，受講者 1,035 名 
  

   （キ）産学官連携事業 

     ① 神戸生産技術研究会 

機械金属加工関係の大手・中小企業の技術者を中心に，大学，大手企業の研

究所，公設試験研究機関等の研究者が加わった産学官の技術研究グループ「神

戸生産技術研究会」において，生産システム・加工技術・情報処理技術等をテ

ーマにした講演会を開催した。なお，コロナ禍による影響を鑑み，見学会は中

止した。 

・定例会 ７回（講演会７回(オンライン併用)，見学会０回） 

 

② 神戸産学官交流会 

新たな事業展開や技術開発に意欲的な企業の経営者等，産学官交流に理解の

ある学識経験者およひ行政が加わった「神戸産学官交流会」において，講演会

を実施した。なお，コロナ禍による影響を鑑み，見学会は中止した。 

・定例会 ６回（講演会６回(オンライン併用)，見学会０回） 

 

（２）施設の管理運営 

神戸市産業振興センターの管理運営 

市内産業振興をはかる拠点施設の第４期指定管理者（平成 29 年度～令和２年

度）として，施設の利用促進をはかるとともに，顧客サービスの向上に努めた。 

また，第５期（令和３年度～７年度）の指定管理者に選定された。 

＜具体的な内容＞ 

・無料貸出備品の拡充（ホール用高輝度プロジェクター，ＷＥＢカメラ，卓上

アクリル板等） 

・貸館利用案内や中小企業支援情報等を提供するデジタルサイネージの導入 

・会議室のマイクロホンシステムデジタル化および照明ＬＥＤ化 

・使用料収入 23,922 千円 

区   分 会議室（１１室） ホ  ー  ル ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ（2 室） 合  計 

利用日数 （日） 189 78 264  

利用率   （％） 63.4 53.8 88.6  

利用人数 （人） 119,545 55,580 12,010 187,135 

注：利用率＝（利用日数÷稼働日数）×100  
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稼働日数について，ホールは耐震化工事期間を除き145日，会議室およ

びレセプションルームは新型コロナウイルスによる休館期間を除き 298

日で算出。ただし，１/14～２/28は，新規の夜間予約を停止した。 

利用日数について，レセプションルームは金融相談窓口としての使用を

含む。 

 

２．収益事業等 

（１）施設事業 

神戸市産業振興センター内においてレストランと自動販売機を設置し，施設利用

者の利便性の向上をはかった。 

 

（２）シューズ産業販路開拓支援事業 

神戸市の委託を受けてケミカルシューズ産業の販路開拓支援として，展示会出展

支援を，ネット販売では楽天サイトの運営を行った。 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い多大な影響を受けているケミカルシュー

ズ産業界を対象として「ウィズコロナ時代のシューズ産業セミナー」を神戸市と共

同開催した。また希望のあったセミナー参加企業への個別支援を行った。 

 

３．法人会計 

（１）ＩＣＴ導入支援助成事業 

   新型コロナウイルス感染症が拡大する中，市内中小企業(製造業を除く)のテレワ

ーク環境の整備や非対面型ビジネスモデルへの転換等を支援するため，国のＩＴ導

入補助 2020 を活用して実施する事業費の一部を助成した。 

    助成実績 １件 
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